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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輸液装置用の点滴チャンバであって、
遠位入口（４）および近位出口（５）を備えるハウジング本体（２）と、
前記点滴チャンバを輸液容器のコネクタ部分に接続するために前記ハウジング本体の遠位
入口に設けられており、前記輸液容器のコネクタ部分の貫通部分内に挿入されることがで
きる、流体チャネル（１０Ａ）を備えた貫通スパイク（１０）を備えるコネクタ部分（６
）とを備え、
前記点滴チャンバのコネクタ部分（６）は、前記点滴チャンバのコネクタ部分を前記輸液
容器のコネクタ部分に着脱自在に固定するための固定部分（１１）を備え、
前記点滴チャンバの固定部分（１１）は、サークルの囲いに沿って配置された複数の固定
要素（１２）を備え、該固定要素の中心に前記貫通スパイク（１０）が固定要素を越えて
突出しており、該各固定要素は互いに面する内側側部に溝条（１２Ａ）を備え、該溝条は
サークルの囲いに沿って走り、前記各固定要素は、前記輸液容器の固定部分のまわりにし
っかり係合する位置から、前記輸液装置の固定部分を解放する位置内に広がることができ
るように、設計されることを特徴とする点滴チャンバ。
【請求項２】
　前記点滴チャンバの固定部分（１１）は、前記点滴チャンバのハウジング本体（２）に
置かれるキャップ形状本体として構成されることを特徴とする請求項１に記載の点滴チャ
ンバ。
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【請求項３】
　前記点滴チャンバのコネクタ部分（６）は、前記点滴チャンバのハウジング本体（２）
に置かれ且つその上に前記固定要素（１２）が形成される円筒形部分（７）を備えること
を特徴とする請求項２記載の点滴チャンバ。
【請求項４】
　前記点滴チャンバのコネクタ部分（６）の基部（８）は、前記貫通スパイク（１０）を
取り囲む中心装着片（９）を備えることを特徴とする請求項３記載の点滴チャンバ。
【請求項５】
　前記貫通スパイク（１０）は、前記装着片（９）の一片構成要素であることを特徴とす
る請求項４記載の点滴チャンバ。
【請求項６】
　前記点滴チャンバのコネクタ部分（６）は、射出成形された部品であることを特徴とす
る請求項５記載の点滴チャンバ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の点滴チャンバ（１）と、患者に接続され且つ前
記点滴チャンバのハウジング本体（２）の近位出口（５）に接続される輸液ライン（１３
）と、を備える輸液装置。
【請求項８】
　医薬流体を収容するための輸液容器（１６）と請求項８に記載の輸液装置とを備える配
列体であって、前記輸液容器（１６）は、前記点滴チャンバ（１）の貫通スパイク（１０
）を挿入するために貫通部分（２３）と固定部分（２２）とを備えたコネクタ部分（２０
）を備え、前記輸液容器（１６）のコネクタ部分（２０）の固定部分（２２）は、外周辺
の肩部（２５）を備え、前記外周辺の肩部が前記点滴チャンバ（１）の固定部分（１１）
の溝条（１２Ａ）にスナップ式に固定されることができるように構成されることを特徴と
する配列。
【請求項９】
　前記輸液容器（１６）の固定部分（２２）は実質的に円形部分であって、それの上に前
記外周辺の肩部（２５）が形成されることを特徴とする請求項８記載の配列。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬溶液、例えば、化学療法用の輸液を患者に供給するのに使用される輸液
装置用点滴チャンバに関する。本発明はまた、点滴チャンバを備えた輸液装置（器具）、
および、医薬流体を収容するための輸液容器およびそのような輸液装置を備える配列にも
関する。
【背景技術】
【０００２】
　公知の輸液装置は、特に、輸液容器が排水されているときに、空気が輸液ライン内に入
るのを効果的に防止する点滴チャンバを備える。
【０００３】
　独国特許第１９７４８４９７Ａ１号明細書には、点滴チャンバおよび輸液ラインを備え
た輸液装置が記載されている。点滴チャンバは、遠位入口および近位出口を備えた本質的
に円筒形のハウジング本体を備える。点滴チャンバを輸液容器のコネクタ部分に接続する
ためのコネクタ部分が、ハウジング本体の遠位入口に設けられる。点滴チャンバのコネク
タ部分は、流体チャネルを備えた貫通スパイク（ｐｉｅｒｃｉｎｇ　ｓｐｉｋｅ）を備え
、それは、点滴チャンバを接続する目的のために、輸液容器のコネクタ部分の貫通部分内
に挿入される。ハウジング本体の近位出口には、ローラークランプで摘み取ることができ
る輸液ラインが接続される。輸液ラインは、輸液カニューレを接続するために近位接続片
を備える。
【０００４】
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　貫通スパイクを備える公知の輸液装置は、輸液容器例えば輸液バッグの間を即座に接続
することが可能であるという利点を有する。しかし、点滴チャンバが輸液バッグから脱離
するリスクがあるという欠点がある。特に患者が突然動く場合、例えば、食べるとき、飲
むとき、または、歩くときに、点滴チャンバの貫通スパイクが輸液容器の貫通部分から容
易に脱離する可能性があり、そのため、システム全体がもはや堅固ではない。結果として
、輸液溶液が輸液容器から漏れてしまう。特に、高い毒性の薬剤、例えば、細胞増殖抑制
剤が使用されるときには、看護スタッフまたは患者の訪問者が汚染されるリスクがある。
【０００５】
　米国特許第５７３５８２６号明細書には、輸液容器、特に、輸液バッグと、点滴チャン
バを備える輸液装置と、を備える配列が記載されている。輸液バッグおよび点滴チャンバ
は、各々が、針のない接続を可能にする接続片を有する。このようにして、点滴チャンバ
が輸液中に輸液バッグから脱離するというリスクなしで、着脱自在な接続が創出される。
しかし、輸液システムが、実際に試され検査された貫通スパイクおよび貫通部分を有さな
い特別な接続片を提供するという欠点がある。
【０００６】
　米国特許第３５６１５０号明細書から、輸液装置用の点滴チャンバが公知であり、これ
は、点滴チャンバを輸液容器、特に、輸液ボトルにねじ込むための接続部を有する。ここ
でも、試され検査された貫通スパイクおよび貫通部分を使用しないという欠点があること
がわかる。
【０００７】
　米国特許出願公開第２００５／０１２４９４２Ａ１号明細書には、輸液システムが開示
され、輸液装置の点滴チャンバが貫通スパイクを備え、これは、輸液容器の貫通部分内に
挿入される。点滴チャンバを輸液容器に固定するために、固定クランプが使用され、これ
は、ばね式に点滴チャンバに固定される２つの対向するフックを備える。２つのフックは
、貫通スパイクが貫通部分内に挿入されるときに、輸液容器のコネクタ部分の後ろに係合
し、そのため、点滴チャンバは、輸液容器に確実に固定される。
【０００８】
　米国特許出願公開第２００５／０１２４９４２Ａ１号明細書から公知の輸液システムは
、点滴チャンバが輸液容器から不注意に脱離することができないことを確実にするが、一
定量の遊びで点滴チャンバの側方向運動が依然として可能であるという欠点があり、その
結果として、貫通スパイクは貫通部分で望ましくない歪みを受ける。さらに、点滴チャン
バが輸液容器に接続されるときには、取扱が困難である。点滴チャンバを輸液容器に接続
するために、貫通スパイクを容器の貫通部分内に挿入することができるために、固定クラ
ンプの２つのフックを半径方向に外向きに押さなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】独国特許第１９７４８４９７Ａ１号公報
【特許文献２】米国特許第５７３５８２６号公報
【特許文献３】米国特許第３５６１５０号公報
【特許文献４】米国特許出願公開第２００５／０１２４９４２Ａ１公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の基礎をなす目的は、取扱が容易であり、輸液装置と輸液容器との確実な接続を
可能にする輸液装置用の点滴チャンバを利用可能にすることである。さらに、本発明の目
的は、取扱が容易である点滴チャンバを備えた輸液装置、および、確実な接続を可能にす
る輸液容器および点滴チャンバを備える取扱が容易である配列を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　本発明にしたがって、上記目的は、請求項１、８および９の特徴部で達成される。本発
明の有利な実施形態は、従属項の主題である。
【００１２】
　本発明にしたがった点滴チャンバにおいて、点滴チャンバを輸液容器に固定するための
固定部分は、複数の、すなわち、少なくとも３つの固定要素を備え、それらはサークル（
円陣）の囲いに沿って配置される。互いに面する内側側部で、固定要素は、サークルの囲
い沿って走る溝条を備える。
【００１３】
　固定要素は、輸液容器のコネクタ部分の固定部分のまわりにしっかり係合する位置から
、輸液装置の固定部分を解放する位置内に広がることができるように、構成される。本発
明にしたがった点滴チャンバの固定要素は、すべての側部で輸液容器の固定部分のまわり
に係合し、そのため、点滴チャンバは、輸液容器に固定して保持される。円周に配置され
た固定要素は、点滴チャンバの側方向運動を防止し、そのため、貫通スパイクは、貫通部
分で望ましくない歪を受けない。
【００１４】
　点滴チャンバの固定部分の固定要素は溝条を備える一方、輸液容器のコネクタ部分の固
定部分は外周辺の肩部を備え、これは、外周辺の肩部が点滴チャンバの固定部分の溝条に
スナップ式に固定されるように、構成される。この効果は、点滴チャンバを輸液容器に容
易に固定することができることである。点滴チャンバを輸液容器にスナップ式に固定する
ために、原則として固定要素を離して広げる必要はないが、これは、コネクタ部分が一緒
に結合されるときには外周辺の肩部が溝条内にスナップ留めされるまで、固定要素がそれ
自体によって外向きに押されるからである。
【００１５】
　点滴チャンバと輸液容器との接続は、配列が使用されるときに点滴チャンバと輸液容器
とが互いから脱離することができないように接続が構成される場合でさえ、原則として再
度着脱可能な接続でありうる。
【００１６】
　しかし、コネクタ部分を損傷せずに接続後の脱離が可能ではないように接続を設計する
こともまた可能である。この目的のために、例えば、アンダーカット等を設けることがで
き、そのため、コネクタ部分が一緒に結合された後には固定要素が永久に固定される。
【００１７】
　点滴チャンバの好適な実施形態において、貫通スパイクは、固定要素の中心に配置され
、固定要素を越えて突出する。この効果は、点滴チャンバのコネクタ部分と輸液容器とが
互いに接続される前に、点滴チャンバの貫通スパイクが、最初に輸液容器の貫通部分を貫
通することである。
【００１８】
　生産に関連した理由のため、点滴チャンバのさらに好適な実施形態は、その固定部分が
、点滴チャンバのハウジング本体に置かれるキャップ形状の本体として構成されるように
、準備される。点滴チャンバのハウジング本体および固定部分は、このようにして、別個
のプロセスステップで生産することができる。しかし、原則として、点滴チャンバのハウ
ジング本体および固定部分を一片に設計することもまた可能である。
【００１９】
　さらに特に好適な実施形態において、点滴チャンバの固定部分のキャップ形状本体は、
点滴チャンバのハウジング本体に置かれた円筒形基部部分を備え、その基部部分に、固定
要素が形成される。
【００２０】
　点滴チャンバの固定部分の基部部分は、好ましくは、貫通スパイクを取り囲む中心装着
片を備える。貫通スパイクは、好ましくは、装着片の一片構成要素であるが、貫通スパイ
クはまた、装着片内に挿入されることもでき、例えば、溶接またはグルー接着によって、
装着片に接続される。
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【００２１】
　生産に関連した理由のため、点滴チャンバのコネクタ部分は、好ましくは、射出成形部
品であり、これは、大規模製造ではコスト効率よく生産することができる。
【００２２】
　本発明にしたがった輸液装置は、本発明にしたがった点滴チャンバと、患者に接続され
るべきであり且つ点滴チャンバのハウジング本体の近位出口に接続される輸液ラインと、
を備える。
【００２３】
　本発明は、図面を参照して下記により詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明にしたがった点滴チャンバおよび輸液ラインを備えた輸液装置を示す図で
ある。
【図２】図１の輸液装置の点滴チャンバを示す斜視図である。
【図３】本発明にしたがった輸液装置を接続することができる輸液バッグを示す図である
。
【図４】図３の輸液バッグから流体を除去するために輸液バッグのコネクタ部分を通る、
拡大断面図である。
【図５】輸液装置の点滴チャンバを輸液バッグのコネクタ部分に接続するのを示す斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は、本発明にしたがった輸液装置を示し、これは、本発明にしたがった点滴チャン
バを備える。本発明にしたがった点滴チャンバ１は、下記に詳細に説明される。
【００２６】
　点滴チャンバ１は、透明プラスチックから作られた細長いハウジング本体２を備え、こ
れは、チャンバ３を取り囲む。ハウジング本体２は、遠位入口４および近位出口５を有す
る。点滴チャンバは、使用位置において、遠位入口４が頂部にあり近位出口５が底部にあ
るように、配置される。
【００２７】
　点滴チャンバを輸液容器に接続するためのコネクタ部分６が、ハウジング本体２の遠位
入口４に設けられる。コネクタ部分６は、キャップ形状本体として設計され、ハウジング
本体２に置かれ、ハウジング本体に対して封止される。しかし、コネクタ部分６はまた、
ハウジング本体の一片構成要素でもあってもよい。
【００２８】
　点滴チャンバ１のコネクタ部分６は、ハウジング本体２に座す基部部分７を備え、この
基部部分は、ハウジング本体２の上部縁を取り囲む円筒形セクション８を有し、貫通スパ
イク１０を取り囲む中心装着片９を有する。貫通スパイク１０は、流体チャネル１０Ａを
備え、これは、ハウジング本体２のチャンバ３内に延出する。貫通スパイク１０は、コネ
クタ部分６の装着片９の一片構成要素であることが好ましい。殺菌フィルタを配置するこ
とができる通気チャネルも、システムを通気するために設けることができる。
【００２９】
　点滴チャンバ１のコネクタ部分６は、点滴チャンバ１のコネクタ部分６を輸液容器のコ
ネクタ部分に着脱自在に固定するための固定部分１１を備える。固定部分１１は、サーク
ルの囲い沿って配置された、複数の、例えば４つの固定要素１２を備え、その固定要素は
、コネクタ部分６の円筒形セクション７上に形成されており、上向きに貫通スパイク１０
のまわりに延出する。固定要素１２は、円筒形本体のセクションを形成する。貫通スパイ
ク２０は、固定要素１２を越えて上向きに延出する（図２）。
【００３０】
　円筒形セクション７のまわりに等しい距離で配置された固定要素１２は、貫通スパイク
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１０から離れて外向きに容易に広がることができるように、設計される。この目的のため
に、固定要素は、容易に押し戻されるプラスチックから作れば十分である。固定要素１２
の上部縁領域は、各々が互いに面する内側側部で溝条１２Ａを備え、上記溝条は、サーク
ルの囲いに沿って走る。
【００３１】
　点滴チャンバ１とは別に、本発明にしたがった輸液装置は、点滴チャンバの近位出口５
に接続される輸液ライン１３を備える。ホースラインの近位端に、カニューレを接続する
ために、接続片１４、例えば、ルアーロックコネクタが位置する。従来のホースクランプ
１５が、輸液を遮断するために、輸液ライン１３上に設けられる。
【００３２】
　図３は、輸液容器１６を示し、これに、輸液装置の点滴チャンバ１を接続することがで
きる。輸液容器１６は、従来の輸液バッグであり、これは、使用位置で上部および下部の
縁１８、１９で一緒に溶接される２つのフィルム層１７を備える。輸液バッグの下部縁１
９内に、２つのコネクタ部分２０、２１が溶接され、一方のコネクタ部分２０は除去部分
を形成し、他方のコネクタ部分２１は輸液部分を形成する。輸液バッグ１６は、輸液溶液
で、例えば、細胞増殖抑制剤で、満たされる。
【００３３】
　除去部分および輸液部分２０、２１を備えたフィルムバッグ１６は、独国特許第１０２
２３５６０Ａ１号に詳細に記載されており、これに対して、開示の目的のために明白に参
照される。図４は、フィルムバッグ１６の除去部分２０を通る断面を拡大図で示す。除去
部分２０は独国特許第１０２２３５６０Ａ１号に詳細に記載されているため、本発明に必
須な構成要素のみが、下記に簡単に説明される。
【００３４】
　輸液バッグ１６のコネクタ部分２０は、バッグ側部に管状セクション２６を備え、上記
セクションはバッグに溶接されており、接続側部に本質的に円筒形のセクション２２を備
え、その間に、貫通部分２３が、例えば弾性材料から作られたセルフシール膜が、配置さ
れる。接続側部上のコネクタ部分２０のセクション２２は、ターンオフ閉鎖部分２４で閉
じられる。接続側部上のコネクタ部分２０のセクション２２は、点滴チャンバを固定する
ための固定部分を表す。この目的のために、接続側部上のセクション２２は、半径方向に
外向きに延出する外周辺の肩部２５を備える。外周辺の肩部２５の断面は、固定要素１２
の溝条１２Ａの形状に対応する。
【００３５】
　閉鎖部分２４は、点滴チャンバ１を輸液バッグ１６に接続するために、コネクタ部分２
０によって締められ、そのため、貫通部分２３は自由である。点滴チャンバ１は、次いで
、コネクタ部分２０の固定部分２２に置かれ、それによって、貫通スパイク１０がまず、
輸液バッグ１６のコネクタ部分２０の貫通部分２３を貫通し、次いで、コネクタ部分２０
の外周辺の肩部２５が固定要素１２の溝条１２Ａにスナップ式にしっかりと固定されるま
で、固定要素１２がわずかに外向きにアーチ状になる。点滴チャンバ１は、このようにし
て、貫通スパイク１０がコネクタ部分２０の貫通部分２３から滑脱する危険なしで、輸液
バッグ１６にしっかりと保持される。
【００３６】
　図５は、点滴チャンバ１のコネクタ部分６および接続側部上の輸液バッグ１６のコネク
タ部分２０のセクション２２を斜視図で示し、セルフシール膜２３は、接続側部上のセク
ション２２内には挿入されていない。固定要素１２が接続側部上のコネクタ部分２０のセ
クション２２のまわりのすべての側部にどのように係合するかを、はっきり見ることがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、取扱が容易であり、輸液装置と輸液容器との確実な接続を可能にする輸液装
置用の点滴チャンバを利用可能にする。
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